
教育福祉委員会審査日程表  

 

日時  令和７年９月１６日（火）  

午前１０時開議  

場所  第３・４委員会室  

 

 

第１  陳情第１９号  物価高騰等に見合った医療機関への支援を国へ求

める意見書の提出を求める陳情書  

 

第２  陳情第２０号  医療機関の事業と経営維持のための診療報酬再改

定を国に求める意見書の提出を求める陳情書  

 

第３  陳情第２１号  委託事業者（及び再委託先事業者）に対し業務完

了の確認を徹底させ、１円まで活かす市政をより

忠実に実践する事を求める陳情書  

 

第４  陳情第１５号  「国における２０２６年度教育予算拡充に関する

意見書」採択に関する陳情書  

 

第５  陳情第１６号  「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」

採択に関する陳情書  

 

第６  陳情第１４号  排泄に課題を抱える障害者（児）に対し、日常生

活用具へ排泄予測支援機器の追加認定を求める陳

情書  

 

第７  議案第６５号  令和６年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について  

 

第８  議案第６４号  令和７年度流山市介護保険特別会計補正予算（第

１号）  

 



第９  議案第６６号  流山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定について  

 

第 1 0 議案第６７号  専決処分の承認を求めることについて（保育所等

入所承諾通知書誤送付に係る和解）  

 

第 1 1 所管事務の継続調査について  



令和７年７月２９日　
財政部長査定資料

補正額
（千円）

説　　　明　
補正額
（千円）

説　　　明

1 保険料 － 1 総務費 △ 38,431

◎介護人材確保支援事業　　1,169,000円

◎介護保険事業所指定・指導事業
　　　　　　　　　　　 △39,600,000円

2 国庫支出金 108,373

◎介護給付費国庫負担金（過年度分）
　　　　　　　　　　　　　　　　105,092,000円

◎地域支援事業交付金（介護予防事業・過年度分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　3,281,000円

2 保険給付費 -

3 支払基金交付金 － 3 地域支援事業費 -

4 県支出金 △ 37,549

◎地域支援事業交付金（介護予防事業・過年度分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　2,051,000円

◎介護施設等整備事業補助金交付金
　　　　　　　　　　　　　　　 △39,600,000円

4
財政安定化基
金拠出金

-

5 寄付金 - 5 基金積立金 -

6 繰入金 △ 88,749

◎事務費一般会計繰入金
　　　　　　　　　　　　　　　　　1,169,000円

◎介護保険介護給付費準備基金繰入金
　　　　　　　　　　　　　　　 △89,918,000円
　　国・県補助金追加交付分の増額に伴う財源調整
　　　　　　　　　　　　　　　　 △85,424,000円
　　国・県補助金返還分の減額に伴う財源調整
　　　　　　　　　　　　　　　　　△4,494,000円

6 諸支出金 △ 4,494

7 繰越金 △ 25,000

◎繰越金
　令和6年度決算における実質収支からの
　繰越額確定に伴う減額補正
　　　　　　　　　　　　　　　　△25,000,000円

8 諸収入 -

9 財産収入 - 7 予備費 -

今回補正額計 △ 42,925 今回補正額計 △ 42,925

補正前 15,490,587 補正前 15,490,587

補正後 15,447,662 補正後 15,447,662

◎国庫支出金等過年度分返還金拠出事業
　　　　　　　　　　　　△4,494,000円

令和７年度流山市介護保険特別会計補正予算（第１号）概要資料

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出

款 款

令和７年第３回定例会

教育福祉委員会

議案第６４号 資料



   

   流山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定  

める条例の制定について  

 

１  制定の背景  

  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の一部改正に伴い、保育

所等に通っていない０歳６か月から満３歳未満の乳児等が、月一定時

間までの利用可能枠の中で、保育所等を利用することができる制度で

ある乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）が、令和８年度か

ら全国一律に実施するとされた。  

これに伴い国が公布した「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準（令和７年内閣府令第１号）」に基づき、本市における乳児等

通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するも

の。  

  なお、本事業における確認基準及び実施基準については年度内に国

から公布される予定となっており、これに基づき市の条例及び要綱等

を制定する。  

２  条例の概要  

 内閣府令「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」が示

す従うべき基準及び参酌すべき基準について、（４）に示す面積基準を

除き、市が条例で定める基準を内閣府令と同様とする。  

 （１）総則（第１条‐第２０条）  

 条例の趣旨、乳児等通園支援事業者の一般原則、安全計画の策定、

職員の一般的条件、乳児等通園支援事業所内部の規定等を定める。 

（２）乳児等通園支援事業の区分（第２１条）  

①一般型：本事業のための定員を設け、在園児と合同又は専用室

により受入れを行うものであり、本条例で定める設備

及び運営の基準が適用される。  

②余裕活用型：保育所等の空き定員枠を活用して受入れを行うも

のであり、各施設の設備及び運営の基準が適用される。 

令和７年第３回定例会  

教育福祉委員会  

議案第６６号  資料  



（３）一般型乳児等通園支援事業（第２２条―第２５条）、  

余裕活用型乳児等通園支援事業（第２６条―第２７条）  

設ける設備・保育室等の面積等の設備の基準、職員の配置基準等

を定める。  

 （４）内閣府令の参酌すべき基準と異なる基準（第２２条第２号）  

  第２２条第２号に示す一般型乳児等通園支援事業所の乳児室の面

積の基準を、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年千葉県条例第８５号）で定める基準と同様に、乳幼

児 1 人につき３ .３平方メートル以上とする。  

市条例案  内閣府令 （参酌すべき基準 ）  

第２２条第 ２号  

 乳 児 室 の面 積 は、利 用 乳 児 又 は前 号

の利 用 幼 児 １人 につき３．３平 方 メートル

以 上 （児 童 福 祉 施 設 の設 備 及 び運 営 に

関 する基 準 を定 める条 例 （平 成 ２４年 千

葉県条 例第 ８５号 ）附 則第 ３条 の規定の

適 用 を受 ける保 育 所 において一 般 型 乳

児等通園支援事業を行 う場合は、１．６５

平方 メートル以上 ）であること。  

第２１条第 ２号  

乳児室の面積は、乳 児 又は前 号の幼

児 １人 につき１ .６５平 方 メートル以 上 であ

ること。  

  ※括弧内の千葉県条例附則第３条の規定は、当該条例施行前に存する保育所

については従前の面積要件で足りることを示すもの。  

 

３  施行期日  

令和８年４月１日  

 

 

 



教育福祉常任委員会行政視察（案）  

 

１  期   日   令和７年１０月２８日（火）から  

        令和７年１０月３０日（木）まで  

 

２  視  察  地   １日目  沖縄県南城市  

        ２日目  沖縄県読谷村  

        ３日目  沖縄県那覇保護観察所（宜野湾市沖縄国際大学） 

 

３  視察人数   ９人（委員７人、執行部１人、議会事務局１人）  

 

４  視察事項  

（１）沖縄県南城市  

   市民活動団体からの地域課題の解決、コミュニティの活性化を図

る事業を公募し、提案された事業の審査に中学生を起用し、中学生

ならでは視点で審査するという「上がり太陽（てぃだ）プラン事業」

について  

（２）沖縄県読谷村  

   大学、大学院、短期大学、専門学校などへ入学予定、または入学

後経済的理由により学業の継続が困難なこどもに、読谷村が運営す

る育英会が奨学金を貸し付ける読谷育英会について  

（３）沖縄県那覇保護観察所（宜野湾市沖縄国際大学）  

   全国の市町村で、策定が努力義務となっている再犯防止計画の策

定にあたり、沖縄県金武町では法務省那覇保護観察所と沖縄国際大

学と三者協定を締結して取り組んでおり、大学生のフィールドワー

クなど取組みを通じた市町村の再犯防止計画の策定について  

 

５  予算措置   予算科目１・１・１・３・２に計上済み  


